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中高生向けビジネスアイデアコンテスト開催事業に係る企画提案公募要領  

 

 

山梨県では、本県における起業家の創出・育成、起業機運の醸成などのため、主

に県内中高生から参加者を募り、ビジネスアイデアコンテスト及びワークショップ

を開催します。 

この事業については、民間事業者等のアイデアやノウハウ等を活用し、より効果

的・効率的に実施するため、企画提案の公募により受託事業者を募集します。 

 

１ 委託業務の概要 

（１）業務内容 

   別紙「中高生向けビジネスアイデアコンテスト開催事業業務委託仕様書」の

とおりです。 

 

（２）業務委託期間 

委託契約締結日 ～ 令和９年２月２８日（日） 

 

（３）委託料上限額 

３，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

（４）委託業務の一般的事項 

・ 本事業への応募者のプライバシー保護に十分配慮するとともに、業務上知

り得た個人情報を紛失し、または業務に必要な範囲を超えて他に漏らすな

どのことのないよう、情報の取扱に万全の注意を払ってください。 

・ 業務の遂行に当たっては、常に公正かつ中立的な姿勢を保つことを心がけ

てください。 

・ 本事業の実施で得られた成果、情報（個人情報を含む）等については山梨

県に帰属します。 

・ 事業の再委託は原則禁止とし、必要が生じた場合は山梨県と協議の上、決

定することとします。 

 

２ 応募資格 

次のいずれにも該当する法人とします。 

・ 本件業務が効果的に実施できる体制が整えられていること。  

・ 本件業務の実施に支障が無い経営状況にあること。  

・ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第

２項各号（一般競争入札の参加者の資格に関する規定）に定める者に該当し

ないこと。 

・ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て、

又は、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始
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の申し立てがなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を

受けた者を除く。）でないこと。  

・ 「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領」及び「山梨県物品購

入等契約に係る指名停止等措置要領」による指名停止措置期間中の者でない

こと。  

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員でないこと、又は法人にあっては、その役

員が暴力団員でないこと。  

・ 都道府県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。  

※ 上記の条件を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場

合は、応募を認めないことがあります。  

※ 事業者選定終了までの間に、選定委員に対して、直接・間接を問わず故意に

接触を求めるなど、選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った

場合は失格とします。 

 

３ 企画提案書類の提出 

（１）企画提案書類 

企画提案書類として次の書類５部（正本１部、副本４部）を提出してください。 

① 応募書（様式 1 号） 

② 法人概要等整理表（様式 2 号） 

③ 法人概要が把握可能な書類（パンフレットなど） 

④ 企画提案書（様式３号） 

⑤ 見積書（様式４号） 

⑥ 誓約書（様式６号） 

⑦ 財務諸表の写し（直近のもの） 

⑧ 登記簿謄本の写し 

 

（２）提出方法 

以下の宛先まで郵送または持参してください。 

ア 宛先 

〒４００－８５０１ 山梨県甲府市丸の内１－６－１ 

山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課 

イ 受付時間（持参の場合） 

午前８時３０分から午後５時まで（土・日・祝祭日を除く） 

ウ 提出期限 

令和８年６月２２日（月） 午後５時必着 

 

（３）その他 

ア 質問方法及び質問送付先 

本企画提案に対し質問がある場合には、質問書（様式５号）に記載の上、
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メールにてお問い合わせください。 

山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課 

E-mail: startup@pref.yamanashi.lg.jp  

イ 質問受付期間 

令和８年６月５日（金）午後５時まで 

ウ 質問に対する回答 

質問者に回答するとともに、質問・回答をスタートアップ・経営支援課の

ホームページに掲載します。 

エ 提出書類について 

応募や審査などで申請者から提出された書類は返却しません。 

また、書類等を受け付けた後、必要に応じて追加説明資料の提出を求める

ことがあります。 

 

４ 選定方法 

（１）審査・選定方法 

企画提案書類一式により、複数の審査員によるプレゼンテーション審査を行

い、最も優れた提案者を委託先候補者として選定します。 

 

（２）審査の視点 

① 全般的事項 

・ 本事業の目的及び内容に関する理解が十分にあるか。 

・ 本事業に類する事業の実績があり、その知識・ノウハウを活かすことが

期待できるか。 

・ 提案内容が、起業促進の機運を醸成する効果的な企画となっているか。 

・ 県の起業促進の取組が県内外に伝わることが期待できる企画・広報とな

っているか。 

② 実施内容及び実現性・計画性  

・ 参加者が「起業家マインド（アントレプレナーシップ）」を学ぶことができる、効果

的な企画となっているか。 

・   参加者が県内産業や県内企業に愛着を持つきっかけとなるような、効果的な

企画となっているか。 

・  参加者が課題解決のアイデアややりたいことをビジネスに結びつける手法を学

ぶことができる、効果的な企画となっているか。 

・   参加者が事業期間内に、起業やビジネスプラン作成にかかる知識の習得、プ

ランのブラッシュアップ及び実践活動、コンテスト（または発表会）におけるプレ

ゼンまで実施できる企画となっているか。 

③ 講師、メンター、協力を得られる若手起業家や企業 

・ 講演講師について、身近な手本となるような候補者を提案しているか。 

・ 参加者の活動を支援するメンターはどのような者を配置するか。 

・ 参加者にアドバイス等を行う若手起業家や企業について、多くの者から
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協力を得られるネットワークを有しているか。 

④ 価格 

・ 配点×企画提案者中の最低価格／提案者の価格 

 

（３）結果の通知 

企画提案者に対し、書面をもって選定結果を通知します。 

 

５ その他 

・ 企画提案に関する説明会は行いません。 

・ 委託先候補者は、協議の上、山梨県財務規則等の関係法令の規定に基づき委

託契約を締結します。また、選定された企画提案の内容については、協議の

過程で変更・修正する場合があります。 

・ 選定された場合には、県の担当職員と緊密な連絡・調整を行いながら事業を

進めることとします。 

・ 申請に係る連絡先等の個人情報は、適切に管理し、本業務以外の目的には使

用しません（県の産業振興施策に係る情報提供は除く）。 

・ この要領に定める手続きに適合しない場合、又は企画提案書類に虚偽の記載

があった場合その提案者の提案は無効とします。 

・ 選定如何に関わらず、企画提案者にはそれぞれの審査結果を個別に通知しま

す。 

・ 企画提案審査における選定結果をもとに、県が委託候補者を決定し、当該事

業者との契約手続きを行います。  

・ 第１順位の委託候補者が契約を締結しないときは、次点の者と契約の交渉を

行います。 

・ 選定結果と契約内容は、契約締結後、山梨県のホームページで公表します。  

※ ホームページでの公表の内容は、評価基準、配点及び各企画提案者の評

価基準毎の得点と総合点、契約者の名称、契約締結年月日、契約金額等で

す。ただし、契約者以外の企画提案者の名称は公表いたしません。 

・ 提案者が本件企画提案応募に要した一切の費用については、すべて提案者自

身が負担してください。  

・ 契約を締結するまでの間、本要領に定めた条件を満たさない事態が発生した

場合には、契約を締結しないことがあります。なお、手続きの停止又は契約

を解除した場合でも、当該業務に要した費用については、一切補償しないも

のとします。 

 

６ 応募から委託業務完了までの流れ 

令和８年 ６月２２日まで  企画提案募集 

７月上旬  審査会 

７月上旬  採択通知 
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  令和９年 ２月２８日まで   事業完了（事業完了報告書の提出） 

 

７ 本件に関する問い合わせ 

山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課 

経営革新支援担当 

住所：山梨県甲府市丸の内１－６－１  

TEL：０５５－２２３－１５４１（直通） 

E-mail：startup＠pref.yamanashi.lg.jp 


